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市川市条例第  号 

市川市介護保険条例の一部を改正する条例 

市川市介護保険条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成

２９年度まで」に改め、同条第１号中「２５,１４０円」を「２８,６２０円」

に改め、同条第２号中「２５,１４０円」を「３８,２２０円」に改め、同条第

３ 号 中 「 ３ ９ ,１ ２ ０ 円 」 を 「 ４ １ ,４ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中      

「 ５ ５ , ９ ２ ０ 円 」 を 「 ５ ０ , ９ ４ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ５ 号 中       

「１３４,１６０円」を「１５２,８８０円」に改め、同号を同条第１６号とし、

同条第１４号中「１２８,５８０円」を「１４６,５２０円」に改め、同号を同

条第１５号とし、同条第１３号中「１２３,０００円」を「１４０,１６０円」

に改め、同号を同条第１４号とし、同条第１２号中「１１７,４２０円」を   

「１３３,８００円」に改め、同号イ中「第１４号イ」を「第１５号イ」に改め、

同 号 を 同 条 第 １ ３ 号 と し 、 同 条 第 １ １ 号 中 「 １ １ １ , ８ ４ ０ 円 」 を      

「１２７,４４０円」に改め、同号イ中「第１３号イ又は第１４号イ」を「第   

１４号イ又は第１５号イ」に改め、同号を同条第１２号とし、同条第１０号中

「１０６,２００円」を「１２１,０２０円」に改め、同号イ中「第１２号イ、



 

第１３号イ又は第１４号イ」を「第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に

改 め 、 同 号 を 同 条 第 １ １ 号 と し 、 同 条 第 ９ 号 中 「 ９ ５ ,０ ４ ０ 円 」 を      

「１０８,３００円」に改め、同号イ中「、第１１号イ」を削り、「又は第１４

号イ」を「、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同号を同条第１０号とし、

同条第８号中「８９,４６０円」を「１０１,９４０円」に改め、同号イ中    

「、第１０号イ」を削り、「又は第１４号イ」を「、第１４号イ又は第１５号イ」

に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 ９ 号 と し 、 同 条 第 ７ 号 中 「 ８ ３ ,８ ８ ０ 円 」 を       

「９５,５８０円」に改め、同号イ中「、第９号イ」を削り、「又は第１４号イ」

を「、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同号を同条第８号とし、同条第６

号中「６９,９００円」を「７９,６２０円」に改め、同号イ中「、第８号イ」

を削り、「又は第１４号イ」を「、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同号を

同条第７号とし、同条第５号中「６３,１８０円」を「７０,０８０円」に改め、

同号イ中「、第７号イ」を削り、「又は第１４号イ」を「、第１４号イ又は第    

１５号イ」に改め、同号を同条第６号とし、同条第４号の次に次の１号を加え

る。 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６３,７２０円 

 第５条第３項中「ハ」を「ニ」に、「若しくは第４号ロ又は第３条第５号イ、

第６号イ」を「、第４号ロ若しくは第５号ロ又は第３条第６号イ」に、「若しく

は第１４号イ」を「、第１４号イ若しくは第１５号イ」に、「第４号まで又は第

３条第５号から第１４号まで」を「第５号まで又は第３条第６号から第１５号

まで」に改める。 

 第１０条第２項中「第３９条第１項第２号」を「第３９条第１項第１号ハ」

に、「第３条第２号」を「第３条第１号」に改める。 

 第１２条第２項第１号中「第１１５条の４５第１項」を「第１１５条の４６

第１項」に改め、同項第２号中「第８条の２第１４項」を「第８条の２第１２

項」に改める。 

附則第３条の見出し及び同条第１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」

を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。 



 

附則に次の１条を加える。 

（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律附則第１４条第１項に規定する介護予防・日常生活支援総

合事業に関する経過措置） 

第４条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業については、その円滑な実施を図るための体制整備が必要であることを認

め、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は行わず、同年

４月１日から行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の市川市介護保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の保険

料について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例

による。 



 

理  由  

 

介護保険法に基づき平成２７年度から平成２９年度までの各年度の保険

料率を定めるとともに、同法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を

平成２８年４月１日から行うものとすることを定めるほか、条文の整備を行

う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


